












てから 45 日以内に、無償で関連する情報を提供しなければならない」点。 

 これに対し、ＪＡＭＰでは、①ガイドライン（法）、②フォーマット（車）、③情報流通基盤（高速道路）の３点セットによ

る対応を目指している。ＥＤＩに係わる情報流通基盤としては、ＧＰ（Ｈｕｂ）、ＡＳ（Ｓｐｏｋｅ）、Ｓｈｅｅｔ（フォーマット）とい

う３層構造となっている。 

ＪＡＭＰ情報流通基盤の形態 

 ＧＰ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｒｔａｌ）とは、巨大なセンターサーバである。ＧＰのポイントとして、実体データ（Ｓｈｅｅｔ）は保有せず、

索引データのみ保有する。実体データはＡＳ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ）の方で保有する。Ｓｈｅｅｔには、ＭＳＤＳｐｌｕｓ

（Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｓａｆｔｙ Ｄａｔａ Ｓｈｅｅｔ ｐｌｕｓ）とＡＩＳ（Ａｒｔｉｃｌｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｈｅｅｔ）の２種類ある。 

 ＧＰ－ＡＳ間のＸＭＬ／ＥＤＩにおいては、ＪＥＩＴＡ／ＥＣＡＬＧＡ標準のビジネスドキュメントを採用し、通信についても

ＥＣＡＬＧＡで実証し、通信ソフトもＪＥＩＴＡ共通クライアントをベースに改修・作成した。 

 Ｓｈｅｅｔとは、表計算ソフトから出力されたＸＭＬの添付文書を指す。Ｓｈｅｅｔ Ｄａｔａ Ｍｏｄｅｌに関しては、ＰＬＩＢ（製

品情報記述）規格のＩＥＣ61360 に準拠したＪＥＩＴＡ環境辞書のフォーマットを採用し、業務中心のＩＥＣ62474 と情

報中心のＵＮ／ＣＥＦＡＣＴ ＣＣ(Ｃｏｒｅ Ｃｏｍｐｏｎｅｔ)への対応を進めている。米国提案のＭＳＤＳがＣＣに採用さ

れたこともあり、日本としても早期の提案を目指している。日本提案のＩＳＯ15459-4（ＲＦＩＤ）の規格―「発番機関 

ＩＤ＋企業ＩＤ」＋「製品ＩＤ」＋「シリアル番号（ｓｈｅｅｔＩＤ）」―は、Ｓｈｅｅｔで表現する情報のキーとなる。ＸＭＬの記述

については、ＪＥＩＴＡで作成している標準に則りつつ、国際標準のＵＮ／ＣＥＦＡＣＴ ＮＤＲ（(Ｎａｍｉｎｇ ａｎｄ     

Ｄｅｓｉｇｎ Ｒｕｌｅｓ)への準拠を検討している。 

ＪＡＭＰ流通基盤の３層構造 

 現状では、製品に含まれる化学物質情報について、取引先ごとに情報提供や情報入手を行っている。これを解

消するのが、ＪＡＭＰ情報流通基盤の３層構造である。情報提供側は、取引先に直接データを送信しないでＣ－ 

ＤＢ（Ｃｅｎｔｒａｌ ＤＢ）に索引データを登録し、自社で実体データを保有する。情報入手側は、索引を検索して、欲し

い情報を要求・入手する。  

 情報流通形態には、Ｃ－ＤＢのほかＷｅｂ、ＥＤＩ、ＦＡＸ、mail がある。Ｗｅｂは、発注者にとっては合理的だが、受

注者にとっては発注者ごとの対応が必要になる。ＥＤＩは、データ処理が可能だが、中小企業には負担が大きい。 

ＦＡＸ、 mail は方式が少ないが、データ処理ができない。Ｃ－ＤＢは、汎用のものができれば、これらの問題を解消

できる可能性がある。 

 Ｃ－ＤＢが２層構造の場合、ユーザーはＣ－ＤＢと直につながるため、Ｃ－ＤＢが増えるとユーザーにとっての「通

り」の数が増えかねない。３層構造の場合は、ユーザーはＡＳを介してＧＰ経由で多数の他ＡＳ／ユーザーとつなが

るため、ユーザーにとっての「通り」の数は１つである。 

 情報流通基盤を利用するには、「ＧＰへの接続」と「ＡＳの整備」が必要である。ＧＰは、ＪＡＭＰにて企画・設計し、

産環協で構築・サービス提供を行う。ＧＰとの接続には、「自社ＡＳを運用」するか、ＡＳＰやＳａａＳなどの「商用ＡＳ

を利用」するかを選択する。 

「ＢＤ＋添付文書（ＸＭＬ）」型 

 従来のＥＤＩにおいては、ビジネスドキュメントに、注文書の内容まで提示され、シートが増えるたびにビジネスドキュ

メントも増える。われわれが考えているのは、注文書の

内容に相当するものは、添付にするかたちで設計して

いる。 

 情報流通基盤では、注文書のような「１：１」型の情

報と、環境情報のような「１：多」型の情報の両方の取

扱いが可能である。また、添付文書もＸＭＬで定義す

れば、国際標準にも対応可能である。 

 使い方の事例として、汎用品については順次「公開

可」としてＧＰに登録し、専用品については公開先ＩＤを

指定してＧＰに登録する。 
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情報活用 

 ＪＡＭＰ情報流通基盤の最大のポイントは、「情報更新」のところである。製品に含有される化学物質情報は、さま

ざまな要因で随時変更される。従来は、情報提供者がＳｈｅｅｔの提供先を管理して、情報が変わるたびに最新情

報を提供しなければならならず、非常に手間がかかっていた。ＪＡＭＰでは、情報提供者が情報流通基盤に情報を

登録しさえすれば良い。ＪＡＭＰでは、情報流通をログとして記録し、誰がどの情報（Ｓｈｅｅｔ）を要求・入手したかを

管理しているため、過去利用者に対して更新情報を自動配信することが可能である。また、情報の初回登録時に、

ＸＭＬの添付情報（Ｓｈｅｅｔ）全体に対してハッシュ情報をＧＰで生成・保有し、ＧＰ経由時にチェックを行うことで、改

ざん情報の流通を阻止することが可能である。また、ＪＡＭＰでは、ローカルとグローバルの両方の情報流通が可能

である。 

標準化の肝 

 Ｓｈｅｅｔを規定するのにキーとなるのが、「発番機関ＩＤ＋企業ＩＤ」である。これに対し、受発注ＥＤＩを行う販売部門、

購買部門の理解は得られるが、設計部門、環境部門からは抵抗にあう。さらに理解を得るのが難しいのが「製品  

ＩＤ」である。受発注の場合、入手者（発注者）が発番した製品ＩＤが使用されているが、環境情報の場合は、１：ｎ型

の情報であるため、提供者（受注者）がＩＤを発番する必要がある。また、製品ＩＤはふらずに品名で受発注している

場合、品名には全角もあるが、グローバルを考慮すると「半角英数」以外にあり得ない。さらに、手書き、ＦＡＸ、mail

の場合、ＩＤは関係無かったり、ＩＤを負担に感じる中小企業もあるが、ＩＤを導入しないと中小企業にとってのメリットが

出ない。ＪＡＭＰ情報流通基盤の AS には、社内で認識している製品ＩＤをＡＩＳの発行者型番に変換する機能を持っ

ている。 

 現在、製品含有化学物質情報のＣＣ登録を検討しているが、クリアすべき問題がさまざまある。一点目は、すで

に解決している「製品」問題。二点目は、製品化学含有物質について何階層まで分類するか、また、ＡＩＳのＳｈｅｅｔ

を何のツール（例：Ｅｘｃｅｌ、Ｗｅｂ）で作成するかという「ＢＯＭ」問題。三点目は、材料をどう分類（コード）し、特定

（識別）するかという「材料」問題。四点目は、物質の分類・群（コード）と特定（識別）に係わる「物質」問題。ＩＤとし

ては、米・化学物質関連団体による「ＣＡＳ番号」があるが、オールマイティなものにはなっていない。五点目は、

「材料」「物質」に共通する問題として、客観記述のための国際標準が必要である。六点目は、ＡＩＳとＭＳＤＳの役

割分担。ＡＩＳのＳｈｅｅｔには物質の「識別」まで、ＭＳＤＳのＳｈｅｅｔには物質の詳細「内容」までが書かれており、両

者をつなぐための調整を図っているところである。 

 

 

講演４「ビジネスインフラ基盤としての共通辞書」 

 次世代ＥＤＩ推進協議会 事務局長 菅又久直 

 

日本の選択 

 国連ＣＥＦＡＣＴで構築している共通辞書を活用した、ビジネスインフラ事業

は、今後のＪＥＤＩＣの主要テーマとなる。 

 企業間の情報共有基盤を「ビジネスインフラ」と呼ぶ。従来の産業構造で

は、今までのような日本企業の成長と世界展開が難しくなっており、今後 10

～20 年で世界規模の大きな変化が起きるだろうと言われている。 

 日本のものづくり産業は、世界的にも強い業界である。なかでも、強い電

機・電子業界や自動車業界を支えてきたのが、「系列」産業構造である。系

列によって、親企業から下請企業に技術やノウハウが伝播され、産業全体

が力を付け、セット商品（自動車、家電製品、コンピュータ）の総合力で市場

競争に打ち勝ってきた。それが、デジタル化とモジュール化が進展し、部品

やモジュールが標準化されたことで、発展途上国においても、ある程度の品

質のものを低価格でつくることが可能になった。この低価格競争の中で、日
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本の自動車、家電製品、コンピュータは競争優位に立つことが困難となり、10～15 年後にはＧＤＰレベルで米国、

中国、インド、ブラジル、ロシアに次いで、日本は世界の５～６位に落ちるとする予測がある。 

 従来は、日本のトップ企業は下請企業を育ててきた。しかし昨今では、自社の生き残りのためにトップ企業が下請

企業を切り捨てざるを得ないケースもでてきており、中小企業に支えられた日本の活力が失われつつある。そこで、

中小企業のＩＴ化を進めることで、日本の強みを守り、市場変動への耐久力を強化すべく、中小企業をサポートす

るビジネスインフラの仕組みをＪＥＤＩＣで考えたい。 

国内業界ＥＤＩ標準の推移 

 1985 年の電気通信事業法の改正以来、業界ごとのＥＤＩは大きく進展した。日本では、各業界のＥＤＩと、ＪＩＴ、カ

ンバン、ＶＭＩなどの情報共有の仕方との組み合わせによって、高効率で高品質な製品をつくりあげるための仕組み

を構築してきた。 

 毎年ＪＥＤＩＣで実施しているＥＤＩ利用実態調査の結果を見ると、2002～2003 年頃までは、ＣＩＩ、ＥＤＩＦＡＣＴ、  

ＸＭＬのいずれも順調に利用率が増えているが、以降はだんだん減ってきている。それと同時に、Ｗｅｂ－ＥＤＩの利

用率が急激に伸びている。このことから、従来のレガシーＥＤＩは、Ｗｅｂ－ＥＤＩに取って代わられたと推測される。 

Ｗｅｂ－ＥＤＩは通常、大手企業側が指定するＷｅｂ画面に取引先中小企業がアクセスする方式であり、大手企業

の満足度は高いが、中小企業の満足度は低い。 

企業間における情報交換 

 ＥＤＩに対しては、大きく２つの見方ができる。一つはコンピュータ間における情報伝達に係わる「システム連携」の

視点、もう一つは企業間における業務情報の交換に係わる「業務連携」の視点である。  

ＥＤＩシステム連携  

 ＥＤＩシステム連携には、ＴＣＰ／ＩＰのレベル、ＨＴＴＰのレベル、ｅｂＸＭＬ ＭＳのレベルがある。現在使われている

通信手順には、 ＪＣＡ、全銀ＴＣＰ／ＩＰ、ｅｂＸＭＬ、ＡＳ２、ＨＴＭＬ（Ｗｅｂ－ＥＤＩ）、ＳＭＴＰ（メールＥＤＩ、ＲＮＩＦ、ＪＮＸ

等があり、特に上位通信レイヤでの標準化は進んでいない。  

 最も使われている画面型Ｗｅｂ－ＥＤＩについては、ＥＤＩと呼ぶべきでないという意見も多く、ほとんどのケースにお

いて、大手発注側が自社のアプリケーションサーバに中小受注者側をつながせ操作させている。中小受注者側は

Ｗｅｂ画面に入力したデータを自社のシステムに取り込むことができず、データを再入力する必要がある。そこで  

ＪＥＩＴＡでは、「正しいＷｅｂ－ＥＤＩ」の認定制度を設け、ＥＣＡＬＧＡデータのダウンロード／アップロードを可能とすべ

きとしている。 

ＥＤＩ業務連携 

 ＥＤＩ業務連携に対しては、「ビジネスプロセス」の視点と「ビジネス情報」の視点がある。まず、ビジネスプロセスにつ

いて、お互いにどの段階でどの情報をやりとりするかを取り決めなければならない。ビジネスプロセスを標準化するこ

とで、コンピュータがビジネスプロセスを認識し、これまで人手で対応していた企業間の業務連携を自動化すること

が可能になる。次に、標準ビジネスプロセスの中でやりとりする文書の標準化（文法と意味情報）が必要である。 

 ＥＤＩ電文の標準として、現状ではレガシーＥＤＩ方式（ＥＤＩＦＡＣＴ）、Ｗｅｂ－ＥＤＩ方式（ＨＴＭＬ）、ＸＭＬ／ＥＤＩ方式

などさまざまある。また、ＥＤＩＦＡＣＴ系と言われる標準も、シンタックスルールだけ採用し、データ項目はかなり異な

るものを使っている。ＣＩＩ系についても、同じデータ項目に異なるタグを付けている。ＸＭＬ系については、ベースのシ

ンタックスは同じでも、まったく異なるかたちの文書になっている。 

 これらのデータ項目の定義と共有がなされれば、シンタックスの違いは問題とならない。データ項目を、識別子、

名称、定義、仕様（繰り返し、英数字、上下限等）によって定義したものが「情報項目」で、構造化された情報項目

のかたまりが「ＥＤＩメッセージ」である。 

下請法とＥＤＩ 

 2008 年 12 月、素形材産業取引ガイドラインが改正された。その中で、取引先に業界標準に準拠しない固有の

ＥＤＩ導入を強いることは、「自己の指定する物や役務を強制して利用させる行為に該当するおそれがある」とされ、

初めてＥＤＩに関する記述がなされた。また、たとえ業界標準に準拠していても、取引先に固有のシステム導入や人

手による作業負荷を強制する仕組みの要求は、「自己の指定する物や役務を強制して利用させる行為に該当す
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る」おそれがある。つまり、ＥＤＩの使い方によっては下請法に違反し、場合によっては公正取引委員会の審査が入

るということである。そこで、下請法に抵触しない、「業界標準に準拠したＥＤＩ」とは何かということが、ひとつの大きな

問題意識となっている。 

現状の業界標準ＥＤＩと望ましい業界標準ＥＤＩ 

 業界標準ＥＤＩのひとつの例として、連携指針に定められた業界（団体）が作成しているものがある。また、ＣＩＩの 

ＢＰＩＤ（ビジネスプロトコル識別子）を取って、ＣＩＩのメッセージを作成している業界（団体）がある。一方、製造産業の

共通機材を供給する企業（素形材産業、電線業界、機械業界、部品業界、計測業界等）は、異なる業界の複数

の完成品メーカーから受注がある。これら業界の企業では、複数の業界標準ＥＤＩ規格に対応しなければならず、 

ＥＤＩ導入運用に余分なコストがかかり生産性を疎外することとなる。 

 下請法に基づく取引ガイドラインが求めている、取引先に要請しても問題の無い業界標準ＥＤＩについて、厳密な

定義が無い。そこで、経済産業省のビジネスインフラ研究会の中で、業界標準ＥＤＩのあり方についてのアンケートを

行った結果、公的または業界連合組織により「業界標準ＥＤＩ」を認定することが望ましいとの回答が多数を占め

た。 

ＥＤＩデータ共通辞書とは 

 共通辞書は、複数業界のＥＤＩ標準への対応を抜本的に解消する手段となる。共通辞書は、国際取引における

相互運用性を目的に、国連ＣＥＦＡＣＴにて開発されている。共通辞書によって、異なる業界標準ＥＤＩの相互運用

性を実現できる。国連ＣＥＦＡＣＴでは、さまざまな国のさまざまな業界・団体が提案するさまざまな情報項目の  

ハーモナイザイゼーションを行い、コア構成要素技術仕様に則り同じ情報項目が同じ言葉となるよう調整したうえで、

共通辞書を構築している。  

 例えば注文書の中には、買い手情報、売り手情報、商品情報、数量情報、単価情報などがある。これらの情報

をＥＤＩでやりとりする場合、ビジネス情報項目（ＢＩＥ）として定義する。「買い手」も「売り手」も、「取引当事者」という

共通した情報構造を持っている。「取引当事者」は、「取引先コード」や「企業名」などのデータで構成される。このよ

うに、業務上の意味によってまとめられたデータ項目の集まりを、「コア構成要素」と言う。共通辞書では、コア構成

要素に基づきビジネス情報項目を定義する。例えば郵便番号について、ＥＤＩＦＡＣＴでは「ＤＥ3251」、ＥＣＡＬＧＡ

では「ＣＩＩ00152」としているが、これらを共通辞書の「Address. Postcode. Code」に統一もしくはマッピングするという

考え方である。 

共通辞書による業際ＥＤＩ標準と業界共通ＥＤＩ 

 相互運用性の最初のステップとして、各業界の標準を共通辞書とマッピングし、「業際ＥＤＩメッセージ」を作成した

い。次に、業際ＥＤＩメッセージを共通部分と固有部分に分け、コア構成要素技術仕様に則り「業界標準ＥＤＩ」を策

定し、中小企業とは共通部分のみで取引できるようにしたい。 

 各業界に共通するＥＤＩメッセージが存在すると、その範囲内では、新たなＩＴ投資をせずにつなぐことが可能になる。

また、業界共通ＥＤＩメッセージではカバーしきれない各業界で必須とするメッセージについては、業界ごとに設定す

ることによって利便性の低下を防ぐ。さらに、共通辞書に基づき業界共通ＥＤＩを設定すれば、取引のグローバル展

開も容易になる。 
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●ＪＥＤＩＣ新会員のご紹介 

平成 21 年８月 27 日に社団法人日本自動車部品工業会様がＪＥＤＩＣに入会されました。（ＪＥＤＩＣ会員数：62

団体） 

 

◆社団法人日本自動車部品工業会 入会                               （2009.08.27） 

名称 〔和文〕 社団法人日本自動車部品工業会 

〔英文〕 Japan Auto Parts Industries Association 

〔略称〕 JAPIA 

事業概要 

自動車部品に関する諸課題の解決、国際協調の促進等を行うことにより、自動車部品工業の健全な

発展を図り、日本経済の発展に寄与するため 

1. 自動車部品を取り巻く環境、安全等の社会問題への取り組み 

2. 自動車部品に関する各種調査および情報の提供 

3. 自動車部品を通じた国際協調および内外関係機関との交流促進 

4. 自動車部品に関する規格・基準の改善および基準の国際調和への取り組み 

5. その他、部工会の目的を達成するために必要な事項 

ＥＤＩ関連の取り組み 

 自工会・部工会において、商取引の電子化と国際標準（ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴ）を基本に、ＪＡＭＡ／    

       ＪＡＰＩＡ取引情報の標準化―例えばＥＤＩ帳票ガイドラインの策定、取引情報標準書の制定、標準帳票 

       の制定・普及活動―等を推進中である。 

平成２０年度の活動実績 

ＥＤＩに関する中期目標を立案すべく、電子業界等の関連業界との情報交換を実施し、今後展開が拡

大するであろうＷｅｂＥＤＩシステムに対し、標準化を推進すべく、関連業界との意見調整を実施した。 

今後ＷｅｂＥＤＩシステムを標準化することにより、情報交換をスムーズにするため自動車業界用   

ＷｅｂＥＤＩシステムを標準化することにより、情報交換をスムーズにするため自動車業界用ＷｅｂＥＤＩ  

チェックシートを作成し、自工会へ提案し共同作業に着手した。 

関連ＥＤＩ情報をＪＡＰＩＡホームページで公開し、情報の共有化に努めた。 

平成２１年度の活動予定 

既存の業界標準（ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴ)の普及・改善に継続して取り組むとともに、部品メーカー間取引に

おける課題の解消に取り組む。 

その第一歩として、情報の受け取り側が、ＩＴ技術レベルに応じて対応可能なような環境づくりに努める

ため、その第一歩としてＷｅｂＥＤＩの業界標準の策定を推進する。電子業界（ＪＥＩＴＡ）等の意見交換に

努め、その関連情報の公開に努める。また IT ベンダーとの情報交換等により、支援が受けやすい環境づ

くりに努める。 

団体概要 

  〔設立年月日〕1938 年（昭和 13 年）7 月 1 日 全国自動車部品工業組合連合会（任意団体） 

      1948 年（昭和 23 年）5 月 1 日 自動車部品工業会（任意団体） 

      1969 年（昭和 44 年）8 月 23 日 社団法人日本自動車部品工業会  

〔会員数〕正会員 411 社、準会員 40 社、合計 451 社（平成 21 年 8 月 1 日現在） 

〔所在地〕 〒108-0074 東京都港区高輪 1-16-15 自動車部品会館５階 

〔TEL〕 03-3445-4211（代表） 〔FAX〕 03-3447-5372 〔URL〕 http://www.japia.or.jp/ 

会員団体紹介 
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●「ＩＳＯ ＴＣ１５４ 東京会議」報告 
次世代ＥＤＩ推進協議会 事務局 若泉和彦 

                                      (（財）日本情報処理開発協会 電子商取引推進センター 主任研究員) 

 

 次世代ＥＤＩ推進協議会（ＪＥＤＩＣ）の事務局を務めている（財）日本情報処理開発協会 電子商取引推進セン

ター（ＪＩＰＤＥＣ／ＥＣＰＣ）は、旧産業情報化推進センター（ＣＩＩセンター）の時代から、ＪＩＳＣ（日本工業標準調

査会）から、EDI に関係する国際標準を管掌する ISO TC154 の国内審議団体として任命されており、EDIFACT

シンタックスルールや ebXML の規格の IS 化に取り組んでまいりました。平成 21 年度からは、専門家を中心に

構成されていた ISO TC154 国内審議委員会に、ユーザーの意見を

取り入れるとともに、国際標準化の動向を我が国産業界の方々にも

理解いただくことを目的に、ＪＥＤＩＣ普及部会の下に国際ＥＤＩ標準分

科会を置き、ISO TC154 国内審議委員会に協力する体制で活動を

推進しております。 

 去る 9 月 24 日、25 日の両日に、ISO7372 メンテナンス会議および

第 26 回 ISO TC154 総会が東京で開催されましたので、ISO 154 の

ご紹介を兼ねて、会議の概要をご報告いたします。 

 

１．ISO TC154 とは 

（１）ISO TC154 の役割 

 ISO TC154 の正式な名称は「Processes, data elements and documents in commerce, industry and  

administration」です。商業・工業・行政で使用される文書、情報項目とビジネスプロセスに関する国際規格の制

定を担当しています。このタイトルで言っている「文書」とは、当然の事ながら、紙に書かれた文書だけでなく電子

化された文書すなわち、ＪＥＤＩＣ会員の皆様にはおなじみの、EDI メッセージも含まれています。 

（２）ISO TC154 が制定した主な規格 

ISO TC154が制定した国際規格の中には、EDIFACTシンタックスルールのISO9735シリーズ、国連貿易データ

エレメント（Trade Data Element Directory：TDED）をIS化したISO7372や、ebXMLの技術規格であるISO/TS1500

シリーズがあります。 

 そのほかにも、皆さんが普段ごく当り前に使用しておられる日付の表記法「年年年年月月日日」（例：

20091031）を定めた ISO8601 も、ISO TC154 が担当した規格です。 

２．ISO7323 メンテナンス会議 

（１）今回の会議の報告 

今回の会議には、海外から７名が、日本からはＪＥＤＩＣ国際ＥＤＩ標準分科会の伊東委員長、鬼頭委員を始めと

して５名が参加しました。 

  プロジェクトの作業範囲の確認、目的とする最終成果物、作業スケジュールなどが討議され、まず手始めの作

業として、UN/EDIFACT のデータエレメントディレクトリ（UN/EDIFACT Data Element Directory：EDED）に追加され

ているにもかかわらず、まだ TDED に載っていない情報項目の洗い出しと整理を行うことが決まりました。 

（２）ISO7323 とは 

  ISO7323は、国連が管理しているデータエレメント（情報項目）の辞書をIS化したものです。このTDEDが元に  

第 26 回 ISO TC154 総会の様子(その 1） 

国際動向 
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なって、国際間で共通に使用される紙の文書フォーマットやEDEDが

作られています。 

  しかし、UN/EDIFACT のディレクトリは、毎年２回の改訂が行われて

いるのに対して、ISO の規格は特段の提案が無い限り、５年に一度の

見直しのサイクルで改版されます。そのため、2005 年に改訂された

後、EDED に対して加えられた変更がおよそ５年分 TDED に反映され

ずに溜まっている状態です。そのほかにも、世界税関機構（ＷＣＯ）

からの情報の追加要求など ISO7372 を改訂する必要があり、国連 

ＣＥＦＡＣＴ注１と ISO の専門家が協力して ISO7372 メンテナンス会議 

を運営しています。 

（３）国連コアコンポーネントライブラリー（ＣＣＬ）との関係 

  TDED は、現在も広く、使われているデータエレメントの辞書です。

今後 ebXML が EDI の主流となるためには、TDED のユーザーが円滑

に ebXML に乗り換え出来ることが必要です。2005 年に ISO7372 を

改訂した際に、将来 CCL との整合化作業をしやすいように、コアコン

ポーネントと同様な命名規則に従ったデータエレメント名を付ける作

業を行いました。その当事は、コアコンポーネント辞書の整備が始ま

ったばかりでしたので、整合化作業までは行われませんでした。しか

し、この５年間でコアコンポーネント辞書は飛躍的に充実しています

ので、今後は TDED に記載のデータエレメントと、コアコンポーネントま

たはビジネス情報項目（BIE）の整合化を進展させたいと関係者は 

願っています。 

３．第 26 回 ISO TC154 総会 

（１）会議の概要 

  ISO TC154 総会には、海外から 11 名が、日本からは  

ＪＥＤＩＣ国際ＥＤＩ標準分科会の伊東委員長、鬼頭委員、

ISO TC154 国内審議委員会の漆嶌委員を始めとした６

名が参加しました。 

   会議は、TC154 の配下で作業を行っているワーキン  

 ググループからの報告、この１年間の投票案件の結果承 

 認、リエゾンからの報告などがありました。また、後述する 

 ようにリエゾン団体の見直しを行いました。 

（２）長期署名に関する日本提案について 

  日本から提案している、長期署名は、ISO/NP 14533 Long Term Signature profiles for EDI Data and 

Electronic Documents というタイトルで承認され、現在の進捗状況、今後の作業スケジュールについて、エントラ

ストジャパン株式会社の漆嶌氏より説明をいただき特に異議無く了承されました。 

（３）リエゾンの見直し 

  ISO TC154 は国連ＣＥＦＡＣＴ、ＧＳ１、ＩＡＴＡ注２の間で、カテゴリ A（作業に参加できるリエゾン）のリエゾンを確立

することが決議されました。一方で、国連、ＡＥＬＥ注 3、ＩＣＯＧＲＡＤＡ注４等とのリエゾンを解消しました。 

 

注１ 国連ＣＥＦＡＣＴ：United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business、貿易簡易化と電子ビジネスのた 

  めの国連センター 

  注２ ＩＡＴＡ：International Air Transport Association、国際航空運送協会 

  注３ ＡＥＬＥ：Association européenne de libre-échange、 欧州自由貿易連合 

  注４ ＩＣＯＧＲＡＤＡ：International Council of Graphic Design Associations、国際グラフィックデザイン団体協議会 

ISO7372 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会議の様子（その１）

ISO7372 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会議の様子（その２）

第 26 回 ISO TC154 総会の様子（その２） 
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●「国連ＣＥＦＡＣＴフォーラム・札幌会議」参加報告 

次世代ＥＤＩ推進協議会 事務局長 菅又久直 

                                 (（財）日本情報処理開発協会 電子商取引推進センター 主席研究員) 

 

国連ＣＥＦＡＣＴ（貿易簡易化と電子ビジネスのた

めの国連センター）における活動の中心「国連ＣＥ

ＦＡＣＴフォーラム」が、2009 年 9 月 28 日～10 月   

2 日、日本で初めて札幌で開催されました。日本か

らの参加者の一人、（財）日本情報処理開発協会 

電子商取引推進センター 主席研究員 菅又久直

（次世代ＥＤＩ推進協議会 事務局長）より、札幌会

議の成果を中心に、国連ＣＥＦＡＣＴにおけるＥＤＩ標

準化の最新動向をご報告いたします。 

※この事業は、競輪の補助金により、(財)日本情報処理開発

協会が実施したものです。 

 

 国連ＣＥＦＡＣＴは、電子ビジネスの促進、および電子ビジネスに関するグローバルなポリシーや技術仕様の制定

を目的として設立された国連組織です。これまでに国連ＣＥＦＡＣＴはグローバルな電子ビジネスの便宜を図るため

の各種標準（国際的なＥＤＩ標準であるＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴなど）を開発しており、現在はｅｂＸＭＬ技術仕様に基づく情

報項目やビジネスプロセスの標準化などに注力しています。 

 今回日本で初めて開催された国連ＣＥＦＡＣＴフォーラム・札幌会議には、国内外から 185 名の業務領域別専

門家および情報技術専門家が集まり、ワーキンググループごとのテーマの審議、およびワーキンググループ間の課

題調整が行われました。 

 本フォーラムは、国土交通省情報政策課長（国連ＣＥＦＡＣＴ日本代表）名による国連ＣＥＦＡＣＴフォーラム日本

招致要請に基づき、国連ＣＥＦＡＣＴにて正式に承認されたもので、（財）日本貿易関係手続簡易化協会     

（ＪＡＳＴＰＲＯ）主催で開催されました。開催にあたっては、国土交通省北海道運輸局長および札幌市長の出席も

あり、国連ＣＥＦＡＣＴの貿易手続簡易化と電子ビジネス標準化の活動についてのスピーチが行われました。 

 

１．国連ＣＥＦＡＣＴ ＭＲＩ会議 

 国連ＣＥＦＡＣＴフォーラムの前日（日曜日）に、ＴＢＧ14（ビジネスプロセスグループ）が主催するＭＲＩ（(Modeler’s 

Reference Initiative)会議が開催されました。当会議は、国連ＣＥＦＡＣＴフォーラムの４つのワーキンググループ

（国際取引ビジネスグループ（ＴＢＧ）、情報コンテンツ管理グループ（ＩＣＧ）、技術適用グループ（ＡＴＧ）、技術手

法グループ（ＴＭＧ））の有志が集まり、国連ＣＥＦＡＣＴモデリング手法（業務プロセスモデリングおよび情報項目モ

デリング）に基づくＥＤＩ関連の技術手法標準、標準情報項目辞書（ＣＣＬ：コア構成要素ライブラリ）、標準業務メッ

セージ、標準ＸＭＬスキーマの開発整合化を図るための自由討議を行うために開かれました。 

 今回の討議の中心テーマは、国連ＣＥＦＡＣＴが扱う電子ビジネス・アーキテクチャについてであり、アーキテク 

チャ策定のための要件につき自由討議が行われました。 

 

（１）電子ビジネス・アーキテクチャ 

  ｅｂＸＭＬ技術仕様群（モデリング手法、情報定義手法、ＸＭＬメッセージ設計規則、レジストリ・リポジトリ、電文 

国際動向 
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搬送手順など）の開発にあたっては、それぞれの技術仕様を位置づけるためにｅｂＸＭＬアーキテクチャが定義さ

れています。それぞれの技術仕様が開発され機能拡張された現在、技術仕様間の関係の見直しとミッシングリ

ンクになっている技術仕様を明確にするため、アーキテクチャを見直す必要がでてきました。 

 今回は新たなアーキテクチャ策定において考慮すべき事項につき列挙し、それぞれの考慮点について担当者

を決め、論点ペーパーを作ることが合意されました。 

 

 ・国連ＣＥＦＡＣＴの使命に貢献するアーキテクチャと成果物。 

 ・アーキテクチャと成果物の想定される読者。 

    ・他の標準開発組織との関係。 

    ・「相互運用性（Inter-Operability）」の共通認識。 

    ・「再利用（Re-Use）」の共通理解。 

    ・アーキテクチャで守るべき主原則（例：シンタックス独立など）。 

    ・目的ごとに採用すべき技術。 

  ・国連ＣＥＦＡＣＴ技術仕様の結合使用。 

  ・国連ＣＥＦＡＣＴ成果物の相互依存。 

   ・すべての常設グループ（ＡＴＧ、ＩＣＧ、ＴＧＢ、ＴＭＧ）の参加。 

   ・既存アーキテクチャ（ＵＣＭ： 国連ＣＥＦＡＣＴコンテキスト手法など）との整合。 

    ・国連ＣＥＦＡＣＴ責任当事者の協力を得られるアーキテクチャであり、彼らの言葉で記述される。 

    ・現状と望ましいアーキテクチャの考慮。 

 

（２）国連ＣＥＦＡＣＴ標準開発諮問チーム 

  国連ＣＥＦＡＣＴ標準アーキテクチャを検討するため、すべての常設グループ（ＡＴＧ、ＩＣＧ、ＴＢＧ、ＴＭＧ）から

の参加による国連ＣＥＦＡＣＴ標準開発諮問チームを提案し、ＦＭＧ（フォーラム管理グループ）にて承諾されまし

た。 

  当チームの目的は次のとおりです。 

 

   「諮問チームはすべての国連ＣＥＦＡＣＴ成果物にわたるフレームワークを提供する。フレームワークは、 

   国連ＣＥＦＡＣＴ内外のユーザーが複数の国連ＣＥＦＡＣＴ成果物を整合的に使用する方法を理解する

   のを助け、国連ＣＥＦＡＣＴの使命に貢献する。」 

 

  なお、小生も国連ＣＥＦＡＣＴ標準開発諮問チームの一員として活動することとなりました。 

 

２．ＴＢＧ（貿易取引および電子ビジネスグループ）会議 

 小生は主にＴＢＧ運営会議にＴＢＧ17 副議長として参加しました。各ＴＢＧグループの活動は次のとおりです。 

 

（１）ＴＢＧ１ サプライチェーン・グループ 

 共通辞書（コア構成要素ライブラリ）2009 年Ａ版に「インボイス」を登録した後、2009 年Ｂ版として「注文」「出

荷通知」「商品カタログ」「市場調査」のＥＤＩメッセージを構成する情報項目を提案し、ＴＢＧ17 における整合化作

業を完了しました。 

 「インボイス」に関し、コア構成要素技術仕様第３版とＸＭＬ設計規則第３版によるＸＭＬスキーマのプロトタイプを

策定しました。 
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（２）ＴＢＧ３ 運輸グループ 

  日本の国土交通省をはじめとする運輸グループとの情報交換を行いました。 

 ＩＦＴＭ（国際海貨運輸メッセージ）のための全体ＢＲＳ（業務要件仕様）に基づく次のプロジェクト提案を提出し 

ました。 

 

  ・運輸状況報告 

    ・運送指示 

   ・危険物申請 

   ・貨物運送状 

 

（３）ＴＢＧ４ 税関グループ 

 税関グループは、最近、シングルウィンドウに関わるすべての申請をカバーするＥＤＩＦＡＣＴメッセージ：     

ＧＯＶＣＢＲを国連ＣＥＦＡＣＴ標準として登録しています。今回はＷＣＯ（国際税関機構）標準情報項目（ＷＣＯ 

data Model）と国連ＣＥＦＡＣＴ標準との整合化作業を進めるため、ＴＢＧ17 にコア構成要素のドラフト提案を行い

ました。 

 

（４）ＴＢＧ５ 金融グループ 

 国連ＣＥＦＡＣＴ「インボイス」を金融の国際標準ＩＳＯ20022 と整合化するための検討を行うことに合意しました。 

 

（５）ＴＢＧ６ 建設グループ 

  文書のセキュリティ関連プロジェクト「デジタル・エビデンス・リコメンデーション」のプロジェクト提案に基づき、リコメ

ンデーション原案（国際レベルの認証局チェーンの構築）を提出しました。 

 サプライチェーン・グループと建設グループのビジネスサイクル（入札・契約・進捗管理）で使用するビジネス情

報項目（ＢＩＥ）の整合化を推進することとしました。 

  コア構成要素技術仕様第３版の検証試験を完了し、要件を満たすことを確認しました。 

 

（６）ＴＢＧ８ 保険グループ 

 今回の札幌フォーラムでの会議は行われず、ブリュッセルにて自動車保険関連の情報項目提案の審議を行っ

ています。 

（７）ＴＢＧ９ 旅行グループ 

 本フォーラムでは韓国の旅行グループと共同してアジア地域でＳＳＬＰ（Small Scale Lodging House Project）を

展開することが話し合われました。また、日韓以外の参加者を募るため、世界各地のＳＳＬの調査を行うこととしま

した。 

 

（８）ＴＢＧ１２ 会計グループ 

 会計メッセージ、勘定元帳、勘定科目一覧表、財務諸表につき、ＴＢＧ17 と整合化作業を行い、共通辞書 

2009 年Ｂ版に反映できることとなりました。 

 

（９）ＴＢＧ１７ 情報整合化グループ 

 本年４月以降、共通辞書 2009 年Ｂ版用として、3000 項目以上の情報項目を含む 16 種類の提案を受け付

け、すべてのグループ間調整を完了しました。 
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  ＴＢＧ１：出荷通知、商品カタログ、市場調査、注文 

    ＴＢＧ６：プロジェクト管理（更新）、入札（エラー修正） 

     ＴＢＧ８：自動車保険、健康保険 

    ＴＢＧ12：会計メッセージ、勘定元帳、勘定科目一覧表、財務諸表 

     ＵＮＣＴＡＤ：ＡＳＹＣＵＤＡ（途上国用共通税関システム） 

     ＵＮＥＰ：ＣＩＴＥＳ（絶滅危機生物に関するワシントン条約） 

     ＩＡＴＡ：危険物質 

 ＵＳＧ： 調達 

 

３．ＦＭＧ（フォーラム管理グループ）の活動状況 

 ＦＭＧでは、新たに次の３つのプロジェクトが進められることとなりました。 

 

（１）国連ＣＥＦＡＣＴ共通辞書の外部組織と整合（Core Component Library Outreach） 

  国連ＣＥＦＡＣＴでは、コア構成要素技術仕様に基づき共通辞書の開発を進めてきており、2009年末に発行予 

定の2009年Ｂ版で、取引の核である受発注・出荷納入・請求支払の業界横断情報項目の整備に目途が立った

ところです。しかしながら、業種や地域に依存した国連ＣＥＦＡＣＴ以外の業界標準情報項目も各種開発されてい

ます。それらは、同じコア構成要素技術仕様に基づいているものの、辞書項目は異なっています。今までは、そ

れら外部辞書については国連ＣＥＦＡＣＴ共通辞書との整合化を図ってきました。 

 この度、コア構成要素技術仕様第３版が承認されたことにより、ビジネス情報項目（ＢＩＥ）のモジュール化が可

能となるため、外部辞書を個別のＢＩＥモジュールとして国連ＣＥＦＡＣＴ共通辞書と合体して使える可能性がでて

きました。外部辞書と国連ＣＥＦＡＣＴ共通辞書の両方を活用する手法について検討するのが（Core Component 

Library Outreach）プロジェクトです。 

 

（２）国連ＣＥＦＡＣＴ共通辞書フレームワーク（Core Component Library Framework） 

 国連ＣＥＦＡＣＴの各技術仕様とライブラリー等の位置づけにつき検討するプロジェクトが（Core Component  

Library Framework）です。この管理グループの検討結果は、「１．国連ＣＥＦＡＣＴ ＭＲＩ会議」の項で紹介した国

連ＣＥＦＡＣＴ標準開発諮問チームの作業に反映される予定です。 

 

（３）貿易手続簡易化用優先メッセージ（Priority Stakeholder Messages） 

 特に途上国より、国連ＣＥＦＡＣＴが技術的な標準開発に偏重しすぎているとの批判を受け、貿易手続簡易化

を推進するためのメッセージ開発優先度につき検討するのが（Priority Stakeholder Messages）プロジェクトです。 

 

 国連ＣＥＦＡＣＴフォーラム・札幌会議へ日本からは、ＡＴＧ（適用技術グループ）、ＩＣＧ（情報コンテンツ管理グル

ープ）、ＴＢＧ（貿易取引および電子ビジネスグループ：取引サプライチェーン、運輸、税関、金融、建設、旅行、貿

易手続、情報項目整合化、農業、電子政府）等に 54 名の参加がありました。国内産業界から国連ＣＥＦＡＣＴのＥ

ＤＩ標準化会議にこれほど多くの参加者があったのは、もちろん初めてのことで、国連ＣＥＦＡＣＴの標準化活動を国

内産業界の認知を広める良い機会となりました。 
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●会議開催報告 
   ※ＪＥＤＩＣの各種会議は、競輪の補助金を受け手運営しています。 

 

◆平成２１年度第２回普及部会 

 開催日時： 

    ・平成 21 年 8 月 25 日（火） 14：00～17：00 

 開催場所： 

    ・機械振興会館 4 階 406 ＪＩＰＤＥＣ第 3 会議室   

 審議内容： 

    ・平成 21 年度ＥＤＩ／電子タグ利用実態調査の調査票（二次案）に基づき審議。審議結果を踏まえ、事務 

     局で（二次案）に修正のうえ、調査を実施することを決定。 

    ・調査委託先の選定にあたり、選考委員会の設置を決定。普及部会の中から、関根直弘普及部会長、武 

     山一史委員（（社）日本物流団体連合会）、矢野晴一委員（（社）電子情報技術産業協会）の３名の委員 

     を選抜。 

     ・第 72 回普及研修会のテーマについて審議。 

    ・ＪＥＤＩＣ Newsletter の発行状況、ＪＥＤＩＣウェブサイトの改訂状況と閲覧状況について、事務局より報告。 

    ・新規普及啓発活動として、ＥＤＩ白書の作成およびＥＤＩアワードについて、事務局より提案。 

     ・次回（第３回）普及部会は、年度末に開催し、次年度の普及活動計画の審議を行う。 

 

◆平成２１年度第２回運営委員会 

 開催日時： 

    ・平成 21 年 9 月 1 日（火） 10：00～12：00 

 開催場所： 

    ・機械振興会館 ４階 406 ＪＩＰＤＥＣ第 3 会議室   

 審議内容： 

    ・平成 21 年度総会議案(案)について審議。（案）のとおり総会に諮ることを決定。 

    ・推進部会の活動に関する意見交換を実施。推進部会とＥＣＯＭビジネスインフラ整備グループとの協力に   

     より推進する「業界標準ＥＤＩ」の取り組みに関しては、「業界標準ＥＤＩ」の概念整理、要件定義の各段階で、 

      運営委員会に情報を開示することを決定。また、運営委員会の意見についても、推進部会とビジネスイン 

     フラ整備委員会に伝えていくことを決定。 

    ・次回（第３回）運営委員会の日程は、推進部会、ビジネスインフラ整備委員会の進捗を見て決定する。 

    ・ＪＥＤＩＣ活動のロードマップ（※経済産業省ビジネスインフラ研究会の成果をもとに、事務局で作成すること 

     が第１回運営委員会で決定）は、第３回委員会で提示する。 

    

◆平成２１年度第２回推進部会 

 開催日時： 

    ・平成 21 年 9 月 15 日（火） 14：00～17：00 

 開催場所： 

    ・機械振興会館 4 階 406 ＪＩＰＤＥＣ第 3 会議室   

 審議内容： 

    ・推進部会の活動スコープについて再確認。 

ＪＥＤＩＣ活動 
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    ・ビジネスインフラとなるＥＤＩについて論点整理。 

    ・ビジネスインフラ整備に関する運営委員のコメントを紹介。 

    ・大久保部会長より、現状認識を含め、連携環境整備に向けて行うべき事項について提案。 

    ・次回（第３回）推進部会は、平成 21 年 11 月 10 日（火）、14：00～17：00 に開催し、ＥＣＯＭビジネスイン 

     フラ整備委員会での要件定義の検討結果（10 月後半）をもとに審議する。 
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～編集後記～ 

 つい先日、品川で、ＪＩＰＤＥＣ全体の懇親会がありました。かわいいお嬢さん（職員のご家族）と仲良くなり、一緒

にゲームを楽しんだ後、同じチームの新メンバーと高層階のお店に行きました。羽田に降り立つ飛行機の光が望

めるロマンチックなムードとは裏腹に、賑やかなおしゃべりを楽しみつつチームの懇親を深めた夜でした。 

 9 月下旬から 10 月初旬の半月間に、ＩＳＯ ＴＣ154 総会（機械振興会館）、国連ＣＥＦＡＣＴフォーラム（札

幌）、国連ＣＥＦＡＣＴ ＴＢＧ17 会議（再び機械振興会館）が立て続けに日本で開催されました。東京と札幌を

行ったり来たりのスケジュールのなか、海外からの参加者に少しでも日本を楽しんでいただこうと、お昼に幕の内

やすき焼きなどのお弁当をお出ししました。（ちなみに好評だったのは、お弁当を包んでいた風呂敷だったよう。）

 飲食を共にしながら、世代や地域を越えた交流を深めることは、楽しく有意義なものですね。これから年末にか

けて、ＪＥＤＩＣの場を通してますます、国や業界の枠を越えた交流や情報連携が図れるよう、会員団体の皆様の

ご協力を心よりお願いいたします。                                          （神酒） 

事務局長便り 
 国連ＣＥＦＡＣＴ札幌フォーラムの翌週には東京でＴＢＧ17（情報項目整合化グループ）会議が開催

され、札幌フォーラムまでにハーモナイゼーションが完了したすべての情報項目の結合と編集が行わ

れました。その結果、12,000 余りの標準情報項目を含む共通辞書の準備が整 

いました。 

 ＴＢＧ17 東京会議期間中、折りしも台風 18 号が本州を縦断することとなりま 

したが、会議最終日の 10 月９日、会議参加者を連れて東京タワーに上り台風 

一過の晴天の下の東京を上空から一望することができました。台風直後の強風 

のため、タワーは大波に揺られる船のごとくでしたが、すっきり晴れ上がった眺望 

は目を見張るものがありました。特に、富士の山が遠景に浮かび上がり、海外か 

らの会議参加者にはなによりの歓迎イベントとなりました。          （菅又） 
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